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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第67期

第３四半期連結
累計期間

第68期
第３四半期連結

累計期間
第67期

会計期間

自2020年
　４月１日
至2020年
　12月31日

自2021年
　４月１日
至2021年
　12月31日

自2020年
　４月１日
至2021年
　３月31日

売上高 （千円） 25,138,783 28,705,383 36,841,183

経常利益 （千円） 749,370 1,373,443 948,939

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 546,690 1,469,968 652,612

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 580,441 1,464,833 723,406

純資産額 （千円） 10,523,044 12,011,512 10,666,009

総資産額 （千円） 26,919,893 28,149,576 27,443,892

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 250.05 670.31 298.41

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 39.1 42.7 38.9

 

回次
第67期

第３四半期連結
会計期間

第68期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自2020年
　10月１日
至2020年
　12月31日

自2021年
　10月１日
至2021年
　12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 40.83 303.16

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につい

ては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更および主要関係会社における異動は次のとおりです。

（その他）

　当第３四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった菅平峰の原グリーン開発株式会社は清算結了した

ことに伴い、同社を連結範囲から除外し、ゴルフ事業から撤退しました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

　なお、第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等

を適用しております。そのため、当第３四半期連結累計期間における経営成績に関する説明は、売上高、営業利益、

経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益については前第３四半期連結累計期間と比較しての前年同期比（％）

を記載せずに説明しております。

　詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」に記載のとおりです。

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界景気がコロナ禍の鎮静化と再拡大の波状的な繰り返し等

により、景気改善国と不振国が併存しつつも徐々に明るさを取り戻したことを受け、国内景気は製造業を中心に

電子部品の供給不足、国際物流の停滞等のリスクはあるものの、輸出の回復等を梃に業績が上向き、ワクチン接

種効果の浸透等とも相俟って景況感は総じて改善基調で推移しました。その一方でインバウンド需要の消失、長

引く営業制限・行動規制等の影響を強く受けている観光・宿泊・飲食業等は、本格的な回復には至らず、景気動

向の先行きはエネルギー資源価格の高騰や新変異コロナウイルスの感染拡大なども重なり、依然として不透明な

状況が続いています。

　このような状況下、当社グループが中核事業としている建設業界におきましては、公共工事分野においては発

注案件が足元で低下傾向となる一方、民間工事分野においては、堅調な住宅需要や製造業を中心とした設備投資

に支えられ案件数は底堅いものの、大都市圏の大型案件の減少による大手ゼネコンの地方案件への進出、資材価

格の高騰・高止り等から収益性に陰りが出始めているほか、慢性的な人手不足による人件費の増大も懸念され、

先行きは予断を許しません。

　このような環境下にあって、当社グループの連結業績は、売上高につきましては28,705百万円（前年同四半期

は25,138百万円）となりました。損益面では、営業利益1,320百万円（前年同四半期は689百万円）、経常利益

1,373百万円（前年同四半期は749百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,469百万円（前年同四半期は

546百万円）となりました。

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金預金、未成工事支出金等が減少しましたが、受取手形・完成工

事未収入金等、不動産事業支出金が増加したこと等により前連結会計年度末に比べ705百万円増の28,149百万円

となりました。負債は、支払手形・工事未払金、未成工事受入金、不動産事業受入金等が増加しましたが、未払

法人税等、入会保証預り金が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ639百万円減の16,138百万円となり

ました。

　なお、純資産は前連結会計年度末に比べ1,345百万円増の12,011百万円となり、自己資本比率は42.7％となり

ました。

 

セグメントの経営成績は次のとおりです。

　（建築事業）

　完成工事高は21,936百万円（前年同四半期は18,314百万円）、営業利益は1,618百万円（前年同四半期は

1,181百万円の営業利益）となりました。

　（土木事業）

　完成工事高は6,589百万円（前年同四半期は6,520百万円）、営業利益は673百万円（前年同四半期は660百万

円の営業利益）となりました。

　（不動産事業）

　不動産事業の売上高は179百万円（前年同四半期は199百万円）、営業利益は42百万円（前年同四半期は7百

万円の営業損失）となりました。

　（その他）

　その他の事業の売上高はありませんでした（前年同四半期は105百万円）。営業損失は4百万円（前年同四半

期は19百万円の営業損失）となりました。

 

(2）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題
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　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は29百万円です。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5）経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、市場動向、資材及び労務の動向、工事に起因する

事故・災害、新型コロナウイルス感染症の長期化や再拡大等があります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因について重要

な変更はありません。

 

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

1）資金需要

　当社グループにおける資金需要は主に運転資金需要があります。運転資金需要のうち主なものは、当社グルー

プの建設業に関わる材料費、労務費、外注費及び現場経費等の工事費用並びに不動産事業に関わる土地、建物等

の取得費用があります。また、各事業に共通するものとして販売費及び一般管理費等の営業費用があります。そ

の他に社員寮、社宅等の整備の設備投資需要としまして、固定資産購入費用があります。

2）財務政策

　当社グループは現在、運転資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した内部資金を充当し、不足が

生じた場合は金融機関からの短期借入金で調達を行っています。金融機関には十分な借入枠を有しており、短期

的に必要な運営資金の調達は可能な状況であります。また長期借入金については、事業計画に基づく資金需要、

金利動向等の調達環境、既存借入金の償還時期等を勘案し、調達規模、調達手段を適宜判断して実施していま

す。一方、資金調達コストの低減のため、売上債権の圧縮等にも取り組んでいます。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当社は、2020年11月26日に開催した取締役会にて(1)当社の連結子会社である菅平峰の原グリーン開発株式会

社(以下、「グリーン開発㈱」といいます。)において会社分割(新設分割。以下、「本件会社分割」といいま

す。)を行い、そのゴルフ事業を新たに設立する新設会社(グリーン開発㈱の完全子会社・当社の完全孫会社)に

承継させたうえで、(2)グリーン開発㈱において当該新設会社の全株式を株式会社ノザワワールドへ譲渡するた

めの株式譲渡契約を締結すること(以下、「本件株式譲渡」といいます。)、(3)グリーン開発㈱(分割会社)を解

散し同社において特別清算手続(以下、「本件特別清算手続」といいます。)の開始を申し立てることをそれぞれ

承認する決議を行いました。

　なお、本件特別清算手続につきましては、下記５のとおり長野地方裁判所から手続の開始決定を受け、また、

本件会社分割及び本件株式譲渡は、いずれも本件特別清算手続における所管裁判所の許可等を条件とするとこ

ろ、長野地方裁判所から2021年１月21日に本件会社分割の効力発生日を2021年４月１日、本件株式譲渡日を同月

２日とする旨の許可を得てそれぞれ実施し、その後、下記６及び７の手続を経てグリーン開発㈱の本件特別清算

手続は、2021年12月６日に結了しました。

 

１．本件会社分割及び本件株式譲渡の目的に関する要旨

(1)本件会社分割の目的

　当社の連結子会社であるグリーン開発㈱が運営しているゴルフ場事業を譲渡するため、会社分割の方法で

新たに設立する新設会社に当該事業に属する資産・債務・権利義務等(ただし、当該事業の継続に必要のな

いものを除く)を承継するため行うものです。

(2)本件株式譲渡の目的

　当社は、1973年３月３日に出資してグリーン開発㈱を設立し、長野県菅平高原においてゴルフ場事業を

行ってきましたが、ゴルフ人口の減少や高齢化、同業者間の競争激化等の事業環境の変化を受けて、当該事

業は業績の改善、向上が見込めないまま当社グループのノンコア事業に止まってきました。このため当社

は、当社グループの経営資源の選択と集中を進め経営の効率化を図ることが、当社グループの総合的企業価

値の一層の向上に資すると判断し、当該ゴルフ事業を新設会社に承継させたうえで当該新設会社の全株式を

譲渡することを承認決議したものです。

２．本件会社分割に関する要旨

(1)本件会社分割の日程

①グリーン開発㈱の取締役会における分割計画書の承認決議

2020年11月26日

②グリーン開発㈱の株主総会における分割計画書の承認決議
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2020年12月11日

③分割期日

2021年４月１日

④分割登記日

2021年４月１日

(2)本件会社分割の方式

　当社の連結子会社であるグリーン開発㈱を分割会社とし、新設会社を承継会社とする分社型新設分割で

す。

(3)新設会社の株式の割当等

　新設会社は、本件分割に際して普通株式60株を発行し、その全てを分割会社であるグリーン開発㈱に割り

当てます。これにより新設会社はグリーン開発㈱の完全子会社(当社の完全孫会社)になります。なお、分割

会社は新株予約権、新株予約権付社債を発行していません。

(4)本件会社分割により増減する資本金等

本件新設分割に伴うグリーン開発㈱の資本金の額等に増減はありません。

(5)新設会社が承継する権利義務等

　新設会社が分割会社であるグリーン開発㈱から承継する権利義務等は、2020年11月26日付の分割計画書に

別段の定めがあるものを除き、分割効力発生日現在のゴルフ場事業に属する資産・債務・権利義務等としま

す。

(6)本件会社分割後の分割会社・新設会社の債務履行の見込み

　本件会社分割の分割会社であるグリーン開発㈱の分割後の債務は、本件特別清算手続において清算する予

定です。本件会社分割により、新設会社の負担すべき債務の履行に影響を及ぼすような事態は想定されず、

債務の履行に問題は生じていません。
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(7)本件会社分割後の当事者の概要(2021年４月１日現在)

項目区分 分割会社 新設会社

商号 菅平峰の原グリーン開発株式会社 株式会社菅平グリーンゴルフ

代表者 代表清算人　飯島伸明 取締役　飯島伸明

所在地 須坂市大字仁礼字峰の原3153番地124 須坂市大字仁礼字峰の原3153番地124

設立年月日 1973年３月３日 2021年４月１日

資本金 80,000千円 3,000千円

発行済み株式数 16万株 60株

主な事業内容
ありません(本件会社分割後に特別清算す

る予定です)
ゴルフ場事業

決算期日 3月31日 3月31日

従業員数 0名 0名

大株主及び所有割合 当社100％ 分割会社100％

(8)分割会社(グリーン開発㈱)の直近４決算期間の業績概要(単位：千円)

項目区分 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 2021年12月期

売上高 149,012 137,951 105,210 －

営業利益 △23,706 △78,387 △15,061 △4,143

経常利益 21,586 △72,026 16,409 △4,192

当期純利益 1,371,234 △72,274 25,772 240,721

総資産 319,375 261,500 192,242 －

純資産 △194,219 △266,494 △240,721 －

３．本件株式譲渡に関する要旨

(1)本件株式譲渡先の概要

(1)商号 株式会社ノザワワールド

(2)所在地 茨城県ひたちなか市馬渡西谷津3846番地

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役　野澤敏伸

(4)事業内容
国内のゴルフ場・ゴルフ練習場・ホテル・倉庫等の経営を柱に不動産賃貸事

業などを運営。

(5)設立年月日 1995年２月６日

(6)資本金 10,000千円

(7)年商 1,448,395千円(2019年12月期)

(8)総資産 6,714,529千円(2019年12月期)

(9)純資産 1,751,348千円(2019年12月期)

(10)当社(上場会社)及び
グリーン開発㈱との関係

資本関係 両社ともに当該事項はありません。

人的関係 両社ともに当該事項はありません。

取引関係 両社ともに当該事項はありません。

 
(2)本件株式譲渡における譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式数の状況

①譲渡前のグリーン開発㈱の所有株式数：60株(所有割合：100％)

②譲渡株式数：60株(全株式)

③譲渡後のグリーン開発㈱の所有株式数：0株(所有割合：0％)
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(3)本件株式譲渡に係る日程

①グリーン開発㈱の取締役会における本件株式譲渡の承認決議

2020年11月26日

②新設会社の株式譲渡日

2021年４月２日

(4)本件株式譲渡の価格

本件株式譲渡先との契約により非開示とします。

４．本件会社分割、本件株式譲渡、本件特別清算手続の業績への影響見通し等に関する要旨

　本件会社分割、本件株式譲渡、本件特別清算手続の当社グループの業績に与える影響については、(1)グ

リーン開発㈱の資本金は、当社において既に全額減損処理済みであること、(2)当社とその連結子会社２社

がグリーン開発㈱に対して有する入会保証預託金返還債権1,353万6,000円は、各社において損失見込み額を

全額引き当て済みであること、(3)当社とその連結子会社２社はグリーン開発㈱に対し上記の入会保証預託

金以外の貸付金債権及び売掛金債権等の一切の債権を有していないことなどから軽微です。

５．本件特別清算手続の開始決定

　グリーン開発㈱は、2020年12月11日に臨時株主総会を開催し、解散を決議するとともに同日付で長野地方

裁判所に対し本件特別清算手続の開始を申し立て、同月21日に同裁判所から本件手続の開始決定を受けまし

た。

６．本件特別清算協定案の許可決定と確定及び確定協定に基づく弁済の完了

　グリーン開発㈱は、2021年４月21日に債権者集会を開催して協定案を成立させ、長野地方裁判所から許可

決定を受けた後、所要の手続を経て同年５月26日に許可決定が確定し、同年８月末までに確定協定に基づき

債権者への弁済を全て完了させました。

７．本件特別清算手続の終結決定及び清算手続の結了

　グリーン開発㈱は、上記６の弁済手続を完了させた後、長野地方裁判所に対し本件特別清算手続の終結を

申し立て、同裁判所は2021年11月10日に終結決定を行い、所要の手続を経て同年12月４日に確定したためグ

リーン開発㈱の法人登記簿はこの旨の職権登記がなされたうえ同月６日に閉鎖されました。これによりグ

リーン開発㈱の本件特別清算手続は結了しました。

８．当社の2022年３月期業績（連結及び単体）への影響等

　グリーン開発㈱の清算結了が当社の2022年３月期業績（連結及び単体）へ及ぼす影響等については、2021

年10月29日付の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」及び同年11月12日付の「連結子会社の特別清算手

続の終結決定及びこれに伴う特別利益等の計上等に関するお知らせ」により公表したとおりです。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 7,800,000

計 7,800,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年２月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,260,000 2,260,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 2,260,000 2,260,000 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年10月１日

～

2021年12月31日

－ 2,260,000 － 1,712,500 － 1,341,130

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため記載す

ることができないことから、直前基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしています。

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 64,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,193,800 21,938 －

単元未満株式 普通株式 1,700 － －

発行済株式総数  2,260,000 － －

総株主の議決権  － 21,938 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の「株式数」及び「議決権の数」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

1,000株及び10個含まれています。

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社守谷商会
長野市南千歳町878番

地
64,500 － 64,500 2.85

計 － 64,500 － 64,500 2.85

（注）当第３四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は、64,502株です。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて作成しています。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 7,111,912 5,532,364

受取手形・完成工事未収入金等 10,011,987 12,137,207

販売用不動産 1,804,521 1,798,866

未成工事支出金 452,586 94,754

不動産事業支出金 687,253 1,529,605

その他 603,297 310,867

貸倒引当金 △643 △88

流動資産合計 20,670,914 21,403,577

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,213,117 2,213,117

その他 1,610,864 1,543,344

有形固定資産合計 3,823,982 3,756,462

無形固定資産   

のれん 51,333 39,783

その他 71,842 64,555

無形固定資産合計 123,176 104,338

投資その他の資産   

その他 2,854,918 2,914,297

貸倒引当金 △29,100 △29,100

投資その他の資産合計 2,825,818 2,885,197

固定資産合計 6,772,977 6,745,998

資産合計 27,443,892 28,149,576

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 9,817,758 10,566,584

短期借入金 2,400,000 2,400,000

未払法人税等 317,833 6,675

未成工事受入金 1,030,684 1,608,450

不動産事業受入金 41,529 164,434

賞与引当金 147,516 31,544

完成工事補償引当金 68,785 54,571

その他 1,647,247 386,343

流動負債合計 15,471,354 15,218,605

固定負債   

退職給付に係る負債 837,316 860,167

入会保証預り金 413,761 －

その他 55,450 59,291

固定負債合計 1,306,528 919,458

負債合計 16,777,883 16,138,063
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,362,335 1,369,097

利益剰余金 7,524,326 8,861,623

自己株式 △71,306 △64,727

株主資本合計 10,527,855 11,878,494

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 152,889 143,481

退職給付に係る調整累計額 △14,735 △10,463

その他の包括利益累計額合計 138,153 133,017

純資産合計 10,666,009 12,011,512

負債純資産合計 27,443,892 28,149,576
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 25,138,783 28,705,383

売上原価 22,680,103 25,820,676

売上総利益 2,458,680 2,884,706

販売費及び一般管理費 1,768,698 1,564,562

営業利益 689,982 1,320,143

営業外収益   

受取利息 186 106

受取配当金 12,736 12,640

受取賃貸料 23,234 22,126

受取保険金 21,426 －

入会保証預り金償還益 12,898 －

その他 32,163 45,303

営業外収益合計 102,645 80,177

営業外費用   

支払利息 31,786 22,227

固定資産売却損 2,022 －

固定資産除却損 8,885 0

その他 562 4,651

営業外費用合計 43,257 26,878

経常利益 749,370 1,373,443

特別利益   

債務免除益 － 233,417

特別利益合計 － 233,417

特別損失   

固定資産除却損 19,149 －

特別損失合計 19,149 －

税金等調整前四半期純利益 730,221 1,606,860

法人税、住民税及び事業税 214,468 211,652

法人税等調整額 △30,937 △74,760

法人税等合計 183,530 136,892

四半期純利益 546,690 1,469,968

親会社株主に帰属する四半期純利益 546,690 1,469,968
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益 546,690 1,469,968

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28,927 △9,407

退職給付に係る調整額 4,824 4,272

その他の包括利益合計 33,751 △5,135

四半期包括利益 580,441 1,464,833

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 580,441 1,464,833

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）

　当第３四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった菅平峰の原グリーン開発株式会社は清算結

了したことに伴い、同社を連結範囲から除外しています。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

り、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準

によっていましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又は

サービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更して

います。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される

工事原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係

る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収

基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる

時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せ

ず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただ

し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首までに従前の取扱いに

従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認

識会計基準第86項また書き（1）に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた

契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額

を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は105百万円増加し、売上原価は98百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ6百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は

10百万円増加しています。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載

していません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に

与える影響はありません。

 

（追加情報）

（固定資産の減損会計の適用及び繰延税金資産の回収可能性に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の影響は、内閣官房から公表された緊急事態宣言や政府・自治体の取り組みなど

を参考にした上で、当連結会計年度末に向けて感染拡大が収束すると共に需要が徐々に正常化し、当連結会計

年度末以降より新型コロナウイルスの感染拡大前の状況に戻るとの仮定のもと、固定資産の減損、繰延税金資

産の回収可能性などの会計上の見積りを行っています。

　この結果、固定資産の減損損失の計上及び繰延税金資産の取り崩しは不要と判断しています。

　上記の仮定は、前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（固定資産の減損会計の適用及び繰延税金

資産の回収可能性に関する会計上の見積り）に記載した内容から重要な変更はありません。

　なお、収束遅延により影響が長期化した場合には固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の見積りに

影響を与える可能性があります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとお

りです。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

減価償却費 129,721千円 125,752千円

のれんの償却額 11,550千円 11,550千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月19日

定時株主総会
普通株式 141,848 65.00 2020年３月31日 2020年６月22日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月18日

定時株主総会
普通株式 142,279 65.00 2021年３月31日 2021年６月21日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 建築事業 土木事業 不動産事業 計

売上高        

外部顧客への

売上高
18,314,033 6,520,139 199,400 25,033,573 105,210 － 25,138,783

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,203 279,604 － 280,808 － △280,808 －

計 18,315,237 6,799,744 199,400 25,314,381 105,210 △280,808 25,138,783

セグメント利益

又は損失（△）
1,181,777 660,096 △7,402 1,834,471 △19,889 △1,124,600 689,982

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ事業です。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,124,600千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 建築事業 土木事業 不動産事業 計

売上高        

外部顧客への

売上高
21,936,348 6,589,742 179,292 28,705,383 － － 28,705,383

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

168 247,571 － 247,739 － △247,739 －

計 21,936,516 6,837,313 179,292 28,953,122 － △247,739 28,705,383

セグメント利益

又は損失（△）
1,618,815 673,368 42,595 2,334,779 △4,143 △1,010,491 1,320,143

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ事業です。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,010,491千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

　当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「建築事業」の売上高が137百万円減少、

セグメント利益は18百万円減少し、「土木事業」の売上高は243百万円増加、セグメント利益は25百万円増加して

おります。
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（収益認識関係）

　 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

　　当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）

（単位：千円）

 

報告セグメント
その他
（注）

合計
建築事業 土木事業 不動産事業 計

売上高       

一時点で移転される
財

1,001,994 1,405,947 179,292 2,587,234 － 2,587,234

一定の期間にわたり
移転される財

20,934,354 5,183,794 － 26,118,149 － 26,118,149

顧客との契約から生
じる収益

21,936,348 6,589,742 179,292 28,705,383 － 28,705,383

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 21,936,348 6,589,742 179,292 28,705,383 － 28,705,383

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ事業です。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

１株当たり四半期純利益 250円05銭 670円31銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 546,690 1,469,968

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（千円）
546,690 1,469,968

普通株式の期中平均株式数（株） 2,186,331 2,192,961

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年２月７日

株式会社守谷商会

取締役会　　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

長野事務所             

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 陸　田　　雅　彦

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 下　条　　修　司

 
 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社守谷商

会の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会守谷商会及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上
 
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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